
（別添１）

プレスリリース

平成１９年５月１６日
農 林 水 産 省

株式会社サンボードにおける特殊加工化粧合板の不適
正な格付及び格付の表示に対する改善命令等について

◎概 要

１ 合板のＪＡＳ認定製造業者である株式会社サンボード（所在地：愛知県稲沢
市稲島町八反田３７４１－４。以下「サンボード」という。参考１参照）が販
売する特殊加工化粧合板について （※）旧ＪＡＳ法に違反する疑義が生じた、
ことから、農林水産省東海農政局及び独立行政法人農林水産消費技術センター
（ 。 「 」 。）現：独立行政法人農林水産消費安全技術センター 以下 センター という
名古屋センターが立入検査を行いました。

２ その結果、サンボードはＪＡＳ認定工場ではない製造委託先に、自社が販売
する特殊加工化粧合板の一部について、製造及び格付の表示（ＪＡＳマークの
貼付）を行わせ、格付を行っていたことを確認しました。

３ このため、本日、サンボードに対して、旧ＪＡＳ法第１９条の２の規定に基
づき、不適正な格付及び格付の表示は行わないよう改善及び格付の表示の除去
又は抹消の命令（別紙１参照）を行いました。

※平成１７年６月改正前のＪＡＳ法。
サンボードは、旧ＪＡＳ法に基づく認定工場。

１ 経 過
(1) サンボードが販売する特殊加工化粧合板について、旧ＪＡＳ法に違反する疑義が

生じたことから、平成１９年３月２日、農林水産省東海農政局及びセンター名古屋
センターが立入検査を行いました。

(2) その結果、サンボードは、平成１６年７月から平成１９年２月までの間、ＪＡＳ
認定工場ではない製造委託先に、約８４，０００枚の特殊加工化粧合板（参考２参
照）について、製造及び格付の表示（ＪＡＳマークの貼付）を行わせ、自社が製造
した特殊加工化粧合板と同様に格付を行っていました。

(3) サンボードの製造委託先が製造した特殊加工化粧合板について、センターがサン
プリングを行い検査した結果、ＪＡＳ規格の性能を満たしていました。

(4) なお、ＪＡＳ規格の性能を満たす製品であっても、ＪＡＳ認定工場ではない工場
が製造した製品は、ＪＡＳ規格製品とは認められません。

２ 措 置
サンボードが行った格付及び格付の表示は、旧ＪＡＳ法第１８条第１項（別紙２

参照）の規定に違反することから、旧ＪＡＳ法第１９条の２の規定に基づき、サン
ボードに対して、改善及び格付の表示の除去又は抹消の命令を行いました。

問い合せ先：消費・安全局 表示・規格課
担 当 者 ：藤井、小倉
電 話 ：03-3502-8111 (内4486)
夜間直通 ：03-6744-2101
当プレスリリースのホームページ掲載先ＵＲＬ
http://www.maff.go.jp/www/press/press.html

※ 本件について、東海農政局でも同様のプレスリリースを行っています。



別紙１

株式会社サンボードに対する改善命令等の内容

１ 株式会社サンボードの認定工場が、日本農林規格により製造した製品に対してのみ
格付及び格付の表示を適正に行うこと。

２ 株式会社サンボードが、不適正な格付及び格付の表示を行った主たる原因として、
株式会社サンボードの格付業務に対する認識が欠如していたこと及びチェック体制の
不備と考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

３ ２の結果を踏まえ、不適正な格付及び格付の表示の再発防止対策を行うこと。

、 、４ 株式会社サンボードが 不適正な格付及び格付の表示を行い販売した製品について
直ちに格付の表示を除去又は抹消すること。

また、消費者等からの問合せ等について、適切な対応を講ずること。

５ １から４までに基づき講じた措置について、平成１９年６月１８日までに農林水産
大臣あて提出すること。



別紙２

○ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
（昭和２５年５月１１日法律第１７５号 （抜 粋））

（製造業者等の行う格付）
第十五条 農林物資の製造又は加工（調整又は選別を含む。以下同じ ）を業とする者。
（以下「製造業者」という ）は、農林水産省令で定めるところにより、工場又は事業。

所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受
けて、その製造又は加工する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格
付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付するこ
とができる。 （以下、省略）

（格付の表示の禁止）
第十八条 都道府県、センター、登録格付機関及び登録外国格付機関以外の者は、農林

物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。ただし、
次に掲げる場合には、この限りでない。
一 認定製造業者が第十五条第一項又は第三項の規定に基づき、その製造若しくは加

工に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
（以下、省略）

（改善命令等）
第十九条の二 農林水産大臣は、登録格付機関の行う第十四条第一項の規定による格付

（格付の表示を含む 、認定製造業者若しくは認定生産行程管理者の行う第十五条。）
第一項若しくは第二項の規定による格付（認定製造業者又は認定生産行程管理者の行
う同条第一項から第三項までの規定による格付の表示を含む 、認定小分け業者の。）
行う第十五条の六第一項の規定による格付の表示又は認定輸入業者の行う第十五条の
七第一項の規定による格付の表示が適当でないと認めるときは、当該登録格付機関、

、 、認定製造業者若しくは認定生産行程管理者 認定小分け業者又は認定輸入業者に対し
期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることがで
きる。



参 考 １

株式会社サンボードの概況

代 表 者 代表取締役 安達 學

本 社 愛知県稲沢市稲島町八反田3741番地の4

設 立 平成元年１２月

業 務 内 容 化粧合板の製造及び販売



参 考 ２

格付の表示の除去又は抹消の命令の対象となる製品

製造者 株式会社サンボード本社工場

表示方法 下記シールの表示により出荷された製品

商品名 プリマボード

品名 特殊加工化粧合板

接着性能 ２類

表面性能 ＦＷ

ホルムアルデヒド放散量 Ｆ☆☆☆☆

ＪＡＳ認定番号 Ｊ認ＳＰＷ-36号02．Ｆｃ

製品ロットＮｏ． １６０６２１～１９０２２０

販売期間 平成１６年７月から平成１９年２月

数量 ８３，５６９枚

製品のタイプ ①単色メタリック調艶消タイプ(PR-017など)
）②木目調Ｓタイプ (PW-601Sなど
）③木目調Ｇタイプ (PW-601Gなど
）④木目調Ｗタイプ (PW-601Wなど

厚み 巾 長さ
寸法（工場出荷時）

2.5mm 915mm ３尺 1,825mm(６尺)（ ）
4.0mm 2,145mm(７尺)
5.5mm 1,225mm ４尺 2,435mm(８尺)（ ）
9.0mm

※連絡先
株式会社サンボード 相談窓口（品質管理課）

電話番号０５８７－３２－７１３７
（受付時間 ９：００～１７：００）

この箇所の文字は白抜き シールの色
枠部分：青
地　　　：白
文字　 ：黒

ロットNo.
160621～190220

厚さ
2.5mm
4.0mm
5.5mm
9.0mm

製品タイプ
PR-015 , 017 など
PW-602G , 603G　な
ど
PW-601S , 602S　な
ど

寸法
2.5×915×1,800mmなど




